
3511
タイプライターテキスト



3511
タイプライターテキスト
大東　太郎

3511
タイプライターテキスト
大東　花子

3511
タイプライターテキスト
だいとう　たろう


3511
タイプライターテキスト
だいとう　はなこ

3511
タイプライターテキスト
平成○○

3511
タイプライターテキスト
○○

3511
タイプライターテキスト
○○

3511
タイプライターテキスト
平成○○

3511
タイプライターテキスト
○○

3511
タイプライターテキスト
○○

3511
タイプライターテキスト
大阪府大東市谷川１丁目

3511
タイプライターテキスト
１番１号

3511
タイプライターテキスト
谷川マンション１０１号

3511
タイプライターテキスト
大阪市中央区谷町４丁目

3511
タイプライターテキスト
１番１７－２０１号

3511
タイプライターテキスト
大阪府大東市幸町１２３

3511
タイプライターテキスト

3511
タイプライターテキスト
大東　太郎

3511
タイプライターテキスト
大東　一之

3511
タイプライターテキスト
北条　松子

3511
タイプライターテキスト
山野　和夫

3511
タイプライターテキスト
春江

3511
タイプライターテキスト
長

3511
タイプライターテキスト
二

3511
タイプライターテキスト
大阪市中央区谷町２丁目１

3511
タイプライターテキスト
山野　花子

3511
タイプライターテキスト
大東　桜子

3511
タイプライターテキスト
　、　大東　一郎

3511
タイプライターテキスト
大東　三朗

3511
タイプライターテキスト
✓

3511
タイプライターテキスト
✓

3511
タイプライターテキスト
✓

3511
タイプライターテキスト
✓

3511
タイプライターテキスト
✓

3511
タイプライターテキスト
大東　幸子

3511
タイプライターテキスト
令和３

3511
タイプライターテキスト
１

3511
タイプライターテキスト
令和７

3511
タイプライターテキスト
１２

3511
タイプライターテキスト
大阪府大東市谷川１丁目１番１号　谷川マンション１０１号

3511
タイプライターテキスト
○

3511
タイプライターテキスト
○

3511
タイプライターテキスト
✓

3511
タイプライターテキスト
02

3511
タイプライターテキスト
03

3511
タイプライターテキスト
大東　太郎

3511
タイプライターテキスト
大東　花子

3511
タイプライターテキスト
寝屋　竹男

3511
タイプライターテキスト
恩智　夏美

3511
タイプライターテキスト
昭和50

3511
タイプライターテキスト
2

3511
タイプライターテキスト
１０

3511
タイプライターテキスト
大阪府大東市灰塚

3511
タイプライターテキスト
１丁目１番１号

3511
タイプライターテキスト
昭和51

3511
タイプライターテキスト
１０

3511
タイプライターテキスト
５

3511
タイプライターテキスト
大阪府大東市新町

3511
タイプライターテキスト
１３番３５号

3511
タイプライターテキスト
大阪府大東市灰塚

3511
タイプライターテキスト
１丁目１

3511
タイプライターテキスト
○

3511
タイプライターテキスト
大阪府大東市曙町

3511
タイプライターテキスト
５

3511
タイプライターテキスト
○

3511
タイプライターテキスト

3511
タイプライターテキスト

3511
タイプライターテキスト

3511
タイプライターテキスト
　　✓

3511
タイプライターテキスト
✓

3511
タイプライターテキスト
✓

3511
テキストボックス
記載例

3511
タイプライターテキスト
８

3511
タイプライターテキスト
４

3511
タイプライターテキスト
１

3511
タイプライターテキスト
大阪府大東市

3511
テキストボックス
●住民票に記載されている住所を記入してください。
●住所の変更があるときは、住民異動届を提出してください。（ただし、休日・夜間窓口に提出する場合は、住民異動届の受付はできません。）

3511
線

3511
テキストボックス
●婚姻前の氏に戻る場合は、婚姻前の戸籍に戻るか、自分で新しい戸籍をつくるかを選んで記入してください。
●婚姻時に氏が変わった方が、現在の氏を使用する場合は、この欄は記入せず、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法７７条の２の届)」を同時に提出してください。

3511
線

3511
テキストボックス
●未成年(18歳未満)の子全員について、いずれかの欄に、子の氏名(フルネーム)を記入してください。

3511
線

3511
テキストボックス
●協議離婚(話し合いによる離婚)の場合は、内容を確認の上、チェックしてください。

3511
線

3511
線

3511
テキストボックス
●必ず本人が署名してください。
●押印は任意です。押印する場合は夫婦で別々の印鑑を押してください。

3511
線

3511
線

3511
テキストボックス
●協議離婚の場合は、成人２名の証人が必要です。
●必ず、証人が署名してください。押印は任意です。

3511
線

3511
テキストボックス
●離婚後の子育て分担・親子交流・養育費の分担についてチェックしてください。

3511
線

3511
線




